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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月21日(2008.5.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも２種のストロンチウム塩を含む、薬学的組成物。
【請求項２】
少なくとも１種のビタミンＤ化合物を含む、請求項１に記載の薬学的組成物。
【請求項３】
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請求項１に記載の薬学的組成物であって、ここで前記少なくとも２種のストロンチウム塩
は：ショウノウ酸ストロンチウム、炭酸ストロンチウム、塩化ストロンチウム、クエン酸
ストロンチウム、エタンスルホン酸ストロンチウム、フマル酸ストロンチウム、グルコン
酸ストロンチウム、乳酸ストロンチウム、リンゴ酸ストロンチウム、マレイン酸ストロン
チウム、マロン酸ストロンチウム、メタンスルホン酸ストロンチウム、硝酸ストロンチウ
ム、シュウ酸ストロンチウム、リン酸ストロンチウム、ケイ酸ストロンチウム、コハク酸
ストロンチウム、硫酸ストロンチウム、および酒石酸ストロンチウムの群から選択される
、薬学的組成物。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載の薬学的組成物であって、前記少なくとも２種のスト
ロンチウム塩が：炭酸ストロンチウム、塩化ストロンチウム、およびケイ酸ストロンチウ
ムの群から選択される、薬学的組成物。
【請求項５】
前記組成物が炭酸ストロンチウムを含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の薬学的組
成物。
【請求項６】
前記組成物が、ＳｒＣｌ２、ＳｒＣｌ２・２Ｈ２Ｏ、ＳｒＣｌ２・６Ｈ２Ｏの群から選択
される塩化ストロンチウムを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の薬学的組成物。
【請求項７】
前記塩化ストロンチウムがＳｒＣｌ２・６Ｈ２Ｏである、請求項６に記載の薬学的組成物
。
【請求項８】
前記組成物が塩化ストロンチウム６水和物および炭酸ストロンチウムを含む、請求項１～
７のいずれか１項に記載の薬学的組成物。
【請求項９】
前記少なくとも１種のビタミンＤがビタミンＤ３である、請求項２～８のいずれか１項に
記載の薬学的組成物。
【請求項１０】
前記薬学的組成物が可溶化剤を含む、請求項１～１０のいずれか１項に記載の薬学的組成
物。
【請求項１１】
軟骨または骨の障害／疾患の予防または処置のための医薬品の製造のための、請求項１～
１０のいずれか１項に記載の薬学的組成物の使用。
【請求項１２】
前記医薬品が骨粗鬆症の治療または予防のためである、請求項１１に記載の使用。
【請求項１３】
前記医薬品が末梢性の投与のためである、請求項１１～１２のいずれか１項に記載の使用
。
【請求項１４】
前記医薬品が経口投与のためである、請求項１３に記載の使用。
【請求項１５】
放出されるストロンチウムの量が４５分以内で少なくとも４０％である、請求項１１～１
４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１６】
前記医薬品が錠剤として処方される、請求項１１～１５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１７】
前記錠剤がコーティング錠である、請求項１６に記載の使用。
【請求項１８】
前記医薬品が制御放出のために処方される、請求項１１～１７のいずれか１項に記載の使
用。
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【請求項１９】
前記医薬品が溶解可能な医薬品として処方される、請求項１１～１８のいずれか１項に記
載の使用。
【請求項２０】
前記医薬品が矯味矯香付き飲料である、請求項１１～１９のいずれか１項に記載の使用。
【請求項２１】
１投与量が３．０～１５ｍｍｏｌのストロンチウムを含む、請求項１１～２０のいずれか
１項に記載の使用。
【請求項２２】
請求項１１～２１のいずれか１項に規定される医薬品の治療上有効な量を含む、治療のた
めの組成物。
【請求項２３】
軟骨または骨の障害／疾患の治療または予防のための、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２４】
骨粗鬆症の治療または予防のための、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２５】
３．０～１５ｍｍｏｌのストロンチウムが投与量あたり投与される、請求項２２に記載の
組成物。
【請求項２６】
前記組成物は、カルシウムを含む医薬品と組み合わせて投与され、ここで該医薬品の投与
が該組成物の投与とは分離されている、請求項２２に記載の組成物。
【請求項２７】
以下：
　ｉ）　　少なくとも２種のストロンチウム塩を含む医薬品、および
　ｉｉ）　少なくとも１種のカルシウム塩を含む医薬品
を備えるパーツのキットであって、組成物ｉ）およびｉｉ）が別個の単位であるパーツの
キット。
【請求項２８】
前記医薬品ｉ）が請求項１～１０に規定される薬学的組成物の１つ以上の特徴を有する、
請求項２７に記載のパーツのキット。
【請求項２９】
前記医薬品が請求項１１～２１に規定される医薬品の１つ以上の特徴を有する、請求項２
８～３０のいずれか１項に記載のパーツのキット。
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